
JP 5499277 B2 2014.5.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　危険箇所に対する自動車の運転者の危険運転予防意識を判定する危険運転予防意識判定
システムであって、
　前記運転者の頭部に装着されて当該頭部の左右方向への回転に応じた角速度データを計
測して、前記運転者の頭部の動きを検出するための第１角速度センサと、
　前記運転者の右足先に装着されて当該右足先が前記自動車のアクセルペダルとブレーキ
ペダルとの間を移動するときの角速度データを計測して、前記運転者の右足先の動きを検
出するための第２角速度センサとを備え、
　前記第１および第２角速度センサは、検出した角速度データを無線通信し、
　前記自動車の位置データを検出する位置検出手段、
　前記位置検出手段によって検出された前記位置データに基づいて前記自動車が前記危険
箇所に近付いたと判断されるとき、前記第１角速度センサで検出され無線通信により取得
された角速度データによる第１動きデータに基づいて目視確認動作が行われたか否かを判
定する第１判定手段、
　前記位置検出手段によって検出された前記位置データに基づいて前記自動車が前記危険
箇所に近付いたと判断されるとき、前記第２角速度センサで検出され無線通信により取得
された角速度データによる第２動きデータに基づいてブレーキの構えが行われたか否かを
判定する第２判定手段、
　前記第１判定手段によって目視確認動作が行われなかったと判定されたとき警報を発す
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る第１警報手段、
　前記第２判定手段によってブレーキの構えができていないと判定されたとき警報を発す
る第２警報手段、および
　前記第１判定手段によって目視確認動作が行われなかったと判定されたとき前記自動車
の車外および車内の少なくとも一方の映像の映像データを保存する第１映像データ保存手
段を備える、危険運転予防意識判定システム。
【請求項２】
　前記第２判定手段によってブレーキの構えができていないと判定されたとき前記自動車
の車外および車内の少なくとも一方の映像の映像データを保存する第２映像データ保存手
段をさらに備える、請求項１記載の危険運転予防意識判定システム。
【請求項３】
　前記第１判定手段によって目視確認動作が行われなかったと判定されたとき、および／
または前記第２判定手段によってブレーキの構えができていないと判定されたとき少なく
とも前記自動車の車内の音声の音声データを保存する音声データ保存手段をさらに備える
、請求項１または２記載の危険運転予防意識判定システム。
【請求項４】
　前記第１判定手段の判定結果および前記第２判定手段の判定結果を記録する記録手段を
さらに備える、請求項１ないし３のいずれかに記載の危険運転予防意識判定システム。
【請求項５】
　前記第１角速度センサによって検出されて記録された第１動きデータ、前記第２角速度
センサによって検出されて記録された第２動きデータ、および前記位置検出手段によって
検出されて記録された前記自動車の位置データを記憶する記憶手段をさらに備え、
　前記第１判定手段は、前記記憶手段に記憶された第１動きデータと前記自動車の位置デ
ータとに基づいて、前記自動車の位置が前記危険箇所に近付いたときに目視確認動作が行
われたか否かを判定し、
　前記第２判定手段は、前記記憶手段に記憶された第２動きデータと前記自動車の位置デ
ータとに基づいて、前記自動車の位置が前記危険箇所に近付いたときにブレーキの構えが
行われたか否かを判定し、
　前記第１判定手段および前記第２判定手段による判定結果を出力する結果出力手段をさ
らに備える、請求項１ないし４のいずれかに記載の危険運転予防意識判定システム。
【請求項６】
　前記第１角速度センサおよび前記第２角速度センサは、角速度センサとして同一の構造
を有する、請求項１記載の危険運転予防意識判定システム。
【請求項７】
　危険箇所に対する自動車の運転者の危険運転予防意識を判定する危険運転予防意識判定
方法であって、
　（ａ）前記運転者の頭部に装着された第１角速度センサで計測されかつ無線通信により
取得した、前記頭部の左右方向への回転に応じた角速度データによる第１動きデータを記
録するステップ、
　（ｂ）前記第１動きデータに基づいて、前記自動車が前記危険箇所に近付いたときに目
視確認動作が行われたか否かを判定するステップ、
　（ｃ）前記運転者の右足先に装着された第２角速度センサで計測されかつ無線通信によ
り取得した、前記右足先が前記自動車のアクセルペダルとブレーキペダルとの間を移動す
るときの角速度データによる第２動きデータを記録するステップ、
　（ｄ）前記第２動きデータに基づいて、前記自動車が前記危険箇所に近付いたときにブ
レーキの構えが行われたか否かを判定するステップ、
　（ｅ）前記ステップ（ｂ）において目視確認動作が行われなかったと判定されたとき警
報を発するステップ、
　（ｆ）前記ステップ（ｄ）においてブレーキの構えが行われなかったと判定されたとき
警報を発するステップ、および
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　（ｇ）前記ステップ（ｂ）において目視確認動作が行われなかったと判定されたとき前
記自動車の車外および車内の少なくとも一方の映像の映像データを保存するステップを含
む、危険運転予防意識判定方法。
【請求項８】
　前記第１角速度センサおよび前記第２角速度センサは、角速度センサとして同一の構造
を有する角速度センサである、請求項７記載の危険運転予防意識判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は危険運転予防意識判定システムおよび危険運転予防意識判定方法に関し、特
にたとえば、自動車が危険箇所に近付いたときの運転者の危険運転予防意識を判定する、
危険運転予防意識判定システムおよび危険運転予防意識判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、交通事故の死傷者数は減少傾向にあるが、事故発生件数自体には減少傾向は認め
られない。警察庁の交通事故発生状況統計（非特許文献１）によると、平成１８年中に発
生した交通事故のうち、実に２６．３％が出会い頭の事故で占められている。さらに、同
統計によると、出会い頭事故の５２．０％が市街地の無信号交差点で発生している。その
ため、無信号交差点における事故防止技術の確立は、非常に重要な課題であるといえる。
【０００３】
　従来の無信号交差点における交通状況調査では、ビデオ解析による運転者の左右確認動
作のチェック（アイマークレコーダなどを含む）や、交差点進入時の車両速度、アクセル
/ブレーキペダルの操作量などを計測している。このうち、アイマークレコーダやビデオ
による視線チェックを行うことで、運転者が無信号交差点における危険を予測できている
かを、ある程度知ることができる。
【０００４】
　また、特許文献１には、アイマークレコーダで検出された運転者の視線方向頻度分布お
よびアクセル／ブレーキペダル操作量等から、運転行動意図を推定する技術が開示されて
いる。
【０００５】
　一方、現在、タクシー業界では乗務員による事故を減らすため、様々な対策を講じてい
る。とくに良く行われているのが、事故を起こした乗務員を対象とした再教育講習である
。しかし、この再教育講習はあくまで事後の対策にすぎず、また講習の効果も時間の経過
とともに薄れてしまう。事故を起こす確率が高いと考えられる乗務員を事前に選別し、再
教育講習を受けさせることも考えられるが、その選別手段としては、運転適正テストなど
の自己申告型アンケート・テストに頼るほかないのが実情である。
【非特許文献１】警察庁交通局、平成１８年中の交通事故の発生状況、平成１９年２月２
３日
【特許文献１】特開２００２－３３１８５０号公報[B60K 28/06, A61B 3/113, 5/18,B60K
 28/16, B60R 21/00]
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、アイマークレコーダは大掛かりに過ぎ、運転者が日常の運転で常用する
には無理がある。また、たとえブレーキペダルを操作していなくとも、交差点進入前にブ
レーキペダルに足を移動し万一の場合の備えができている人（以降、「ブレーキの構え」
ができている人と呼称する。）と、アクセルペダルから足を移動させない人とでは、危険
運転予防意識という観点からみると大きな違いがあると考えられるが、アクセル／ブレー
キペダル操作量にのみ着目しても、「ブレーキの構え」ができているか否かを判断するこ
とができない。
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【０００７】
　一方、再教育受講対象者の選別のための自己申告型アンケートでは、運転者の危険運転
予防意識を定量的に計測することができないので、適切な判定が困難であった。
【０００８】
　それゆえに、この発明の主たる目的は、新規な、危険運転予防意識判定システムおよび
危険運転予防意識判定方法を提供することである。
【０００９】
　この発明の他の目的は、運転者にさほど負担をかけることなく、左右確認動作やブレー
キの構えを判定することができる、危険運転予防意識判定システムおよび危険運転予防意
識判定方法を提供することである。
【００１０】
　また、この発明の他の目的は、運転者の危険運転予防意識を定量的に計測することがで
きる、危険運転予防意識判定システムおよび危険運転予防意識判定方法を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記の課題を解決するために、以下の構成を採用した。なお、括弧内の参照
符号および補足説明などは、本発明の理解を助けるために後述する実施の形態との対応関
係を示したものであって、本発明を何ら限定するものではない。
【００１２】
　第１の発明は、危険箇所に対する自動車の運転者の危険運転予防意識を判定する危険運
転予防意識判定システムであって、運転者の頭部に装着されて当該頭部の左右方向への回
転に応じた角速度データを計測して、運転者の頭部の動きを検出するための第１角速度セ
ンサと、運転者の右足先に装着されて当該右足先が自動車のアクセルペダルとブレーキペ
ダルとの間を移動するときの角速度データを計測して、運転者の右足先の動きを検出する
ための第２角速度センサとを備え、第１および第２角速度センサは、検出した角速度デー
タを無線通信し、自動車の位置データを検出する位置検出手段、位置検出手段によって検
出された位置データに基づいて自動車が危険箇所に近付いたと判断されるとき、第１角速
度センサで検出され無線通信により取得された角速度データによる第１動きデータに基づ
いて目視確認動作が行われたか否かを判定する第１判定手段、位置検出手段によって検出
された位置データに基づいて自動車が危険箇所に近付いたと判断されるとき、第２角速度
センサで検出され無線通信により取得された角速度データによる第２動きデータに基づい
てブレーキの構えが行われたか否かを判定する第２判定手段、第１判定手段によって目視
確認動作が行われなかったと判定されたとき警報を発する第１警報手段、第２判定手段に
よってブレーキの構えができていないと判定されたとき警報を発する第２警報手段、およ
び第１判定手段によって目視確認動作が行われなかったと判定されたとき自動車の車外お
よび車内の少なくとも一方の映像の映像データを保存する第１映像データ保存手段を備え
る、危険運転予防意識判定システムである。
【００１４】
　第１の発明によれば、運転者の頭部に装着されてた第１角速度センサで当該頭部の左右
方向への回転に応じた角速度データを検出するようにしたので、運転者に負荷をかけずに
運転者の目視確認動作の計測を行うことができ、危険箇所に近付いたときに目視確認動作
が行われたか否かを簡単に判定することができる。そして、危険箇所に近付いても目視確
認動作が行われなかったときには、警報を発することができるので、運転者に目視確認動
作を行うように促すことができるとともに、運転者の危険運転予防意識を高めることもで
きる。
　また、第２角速度センサを用いてさらに運転者の右足先が自動車のアクセルペダルとブ
レーキペダルとの間を移動するときの角速度データを検出するようにしたので、運転者に
負荷をかけずに運転者のブレーキの構えの計測を行うことができ、危険箇所に近付いたと
きにブレーキの構えが行われたか否かを簡単に判定することができる。そして、ブレーキ
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の構えが行われなかったときは、運転者に警報を発することができるので、運転者にアク
セルから右足を離しブレーキの構えを行うように促すことができるとともに、運転者の危
険運転予防意識を高めることもできる。
【００１７】
　さらに、第１の発明によれば、映像データ保存手段によって保存した映像データを再生
することによって、必要な目視確認動作をしなかったときの状況（映像）を該当の運転者
に見せることができるので、より一層強く、運転者に目視確認動作を行うように促すこと
ができるとともに、運転者の危険運転予防意識を高めることもできる。
　第２の発明は、第１の発明に従属し、第２判定手段によってブレーキの構えができてい
ないと判定されたとき自動車の車外および車内の少なくとも一方の映像の映像データを保
存する第２映像データ保存手段をさらに備えている。
【００１８】
　第３の発明は、第１の発明に従属し、第１判定手段によって目視確認動作が行われなか
ったと判定されたとき、および／または第２判定手段によってブレーキの構えができてい
ないと判定されたとき少なくとも自動車の車内の音声の音声データを保存する音声データ
保存手段をさらに備えている。
【００３３】
　第４の発明は、第１ないし第３のいずれかの発明に従属し、第１判定手段の判定結果お
よび第２判定手段の判定結果を記録する記録手段をさらに備えている。
【００３８】
　第４の発明によれば、危険箇所に対する運転者の目視確認動作およびブレーキの構えの
両方の判定結果を記録することができる。したがって、目視確認動作とブレーキの構えの
両方に基づく運転者の危険予防意識を定量的に計測することができ、また、運転者の危険
予防意識を評価することができる。
【００４２】
　第５の発明は、第１ないし第４のいずれかの発明に従属し、第１角加速度センサによっ
て検出されて記録された第１動きデータ、第２角加速度センサによって検出されて記録さ
れた第２動きデータ、および位置検出手段によって検出されて記録された自動車の位置デ
ータを記憶する記憶手段をさらに備え、第１判定手段は、記憶手段に記憶された第１動き
データと自動車の位置データとに基づいて、自動車の位置が危険箇所に近付いたときに目
視確認動作が行われたか否かを判定し、第２判定手段は、記憶手段に記憶された第２動き
データと自動車の位置データとに基づいて、自動車の位置が危険箇所に近付いたときにブ
レーキの構えが行われたか否かを判定し、第１判定手段および第２判定手段による判定結
果を出力する結果出力手段をさらに備えている。
【００４７】
　第５の発明によれば、記録しておいた運転者の頭と右足先の両方の動きデータおよび自
動車の位置データ等に基づいて、危険箇所に対する目視確認動作とブレーキの構えの両方
を事後的に判定することができ、したがって、運転者の目視確認動作とブレーキの構えの
両方に基づく危険運転予防意識を定量的に計測し評価することができる。
【００５１】
　第６の発明は、第１の発明に従属し、第１角速度センサおよび第２角速度センサは、角
速度センサとして同一の構造を有する、角速度センサである。
【００５２】
　第６の発明では、動き検出手段として角速度センサが適用され、当該角速度センサによ
って運転者の頭部や右足先の動きが検出される。したがって、運転者に負荷をかけずに運
転者の目視確認動作やブレーキの構えの計測を行うことができ、危険箇所に近付いたとき
に目視確認動作やブレーキの構えが行われたか否かを簡単に判定することができる。
【００５３】
　第７の発明は、危険箇所に対する自動車の運転者の危険運転予防意識を判定する危険運
転予防意識判定方法であって、（ａ）運転者の頭部に装着された第１角速度センサで計測
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されかつ無線通信により取得した、頭部の左右方向への回転に応じた角速度データによる
第１動きデータを記録するステップ、（ｂ）第１動きデータに基づいて、自動車が危険箇
所に近付いたときに目視確認動作が行われたか否かを判定するステップ、（ｃ）運転者の
右足先に装着された第２角速度センサで計測されかつ無線通信により取得した、右足先が
自動車のアクセルペダルとブレーキペダルとの間を移動するときの角速度データによる第
２動きデータを記録するステップ、（ｄ）第２動きデータに基づいて、自動車が危険箇所
に近付いたときにブレーキの構えが行われたか否かを判定するステップ、（ｅ）ステップ
（ｂ）において目視確認動作が行われなかったと判定されたとき警報を発するステップ、
（ｆ）ステップ（ｄ）においてブレーキの構えが行われなかったと判定されたとき警報を
発するステップ、および（ｇ）ステップ（ｂ）において目視確認動作が行われなかったと
判定されたとき自動車の車外および車内の少なくとも一方の映像の映像データを保存する
ステップを含む、危険運転予防意識判定方法である。
【００５４】
　第７の発明では、運転者の頭部に装着されてた第１角速度センサで当該頭部の左右方向
への回転に応じた角速度データによる第１動きデータを記録し、当該第１動きデータに基
づいて目視確認動作を判定するようにしたので、運転者に負荷をかけずに簡単に目視確認
動作の判定を行うことができる。
　また、第２角速度センサを用いてさらに運転者の右足先が自動車のアクセルペダルとブ
レーキペダルとの間を移動するときの角速度データによる第２動きデータを記録し、当該
第２動きデータに基づいてブレーキの構えを判定するようにしたので、運転者に負荷をか
けずに簡単にブレーキの構えの判定を行うことができる。
【００５７】
　第８の発明は、第７の発明に従属し、第１角速度センサおよび前記第２角速度センサは
、角速度センサとして同一の構造を有する角速度センサである。
【００５８】
　第８の発明では、動き検出手段として角速度センサを適用するので、運転者に負荷をか
けずに運転者の目視確認動作やブレーキの構えの計測を行うことができる。
【発明の効果】
【００７６】
　この発明によれば、動作検出手段を用いて運転者の動作を検出するようにしたので、危
険箇所に近付いたときに危険予防または回避動作が行われたか否かを判定することができ
る。そして、危険箇所に近付いても危険予防または回避動作が行われなかったときには、
警報を発することができるので、運転者に危険予防または回避動作を行うように促すこと
ができるとともに、運転者の危険運転予防意識を高めることもできる。
【００７７】
　たとえば、動き検出手段を用いて運転者の頭の動きを検出するようにすれば、危険箇所
に近付いたときに目視確認動作が行われたか否かを簡単に判定することができる。また、
動き検出手段を用いて運転者の右足先の動きを検出するようにすれば、危険箇所に近付い
たときにブレーキの構えができているか否かを簡単に判定することができる。
【００７８】
　また、頭や右足の動きデータを検出して目視確認動作やブレーキの構えを判定するよう
にすれば、運転者の危険運転予防意識能力・意識を定量的に計測することができる。
【００７９】
　この発明の上述の目的，その他の目的，特徴および利点は、図面を参照して行う以下の
実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８０】
第１実施例
　図１を参照して、この実施例の危険運転予防意識判定システム（以下、単に「システム
」という。）１０は、自動車が危険箇所に近付いたときに運転者が左右目視確認やブレー
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キの構えを行ったか否かを判定して、運転者の危険運転予防意識を判定するためのもので
あり、コンピュータ１２、角速度センサ１４および１６、位置検出装置１８、地図データ
ベース２０、警報装置２２および運転データ記録装置２４を含む。
【００８１】
　コンピュータ１２は、システム１０の全体制御を行うためのものであり、パーソナルコ
ンピュータや携帯情報端末等であり、あるいは、自動車の電子制御ユニットのコンピュー
タであってもよいし、カーナビゲーションシステムのコンピュータであってもよい。
【００８２】
　コンピュータ１２は、図示は省略するが、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭおよび通信装置等を
備えている。ＲＯＭは制御プログラムおよびデータを予め記憶している。ＲＡＭはワーク
メモリおよびバッファメモリとして使用され、生成したデータや取得したデータ等を一時
記憶する。通信装置は、このコンピュータ１２に接続される角速度センサ１４、１６等の
ような各装置とデータを送受信する。
【００８３】
　この実施例では、運転手の頭部の動きを検出するために角速度センサ１４が適用され、
また、運転手の右足先の動きを検出するために角速度センサ１６が適用される。後述する
ように、角速度センサ１４は運転手の左右の目視確認動作の検出のためのものであり、角
速度センサ１６は運転手のブレーキの構えの検出のためのものであるから、角速度センサ
１４および角速度センサ１６としては、少なくとも１軸の角速度を検出可能なものが使用
されればよい。したがって、１軸角速度センサ、２軸角速度センサまたは３軸角速度セン
サが使用され得る。また、角速度センサ１４および角速度センサ１６としては同一のもの
が使用されてよい。角速度センサ１４、１６は、所定周期で所定軸回りの角速度を検出す
る。また、角速度センサ１４、１６は通信機能を備えており、検出した角速度データをた
とえば一定時間ごとにまたは所定タイミングでコンピュータ１２に送信する。また、この
実施例では、角速度センサ１４、１６は、たとえばBluetooth（登録商標）のような近距
離無線通信によってコンピュータ１２との間でデータを送受信する。なお、他の実施例で
は、角速度センサ１４、１６は有線でコンピュータ１２に接続されてもよいが、運転者の
運転操作を妨げないようにするために無線で接続されるのが望ましい。
【００８４】
　角速度センサ１４は、運転者の目視確認の動作を検出するために、運転者の頭部に装着
される。左右への目視確認動作の際には、眼球だけが動くことはなく、一般的には多少な
りとも頭部にも動きが生じる。そのため、頭部の動きを計測することで、視線方向の変化
を運転者にさほど負荷をかけることなく推測することが可能となる。
【００８５】
　また、頭部への装着を簡単にするために、この実施例では図２に示すように帽子２６が
使用されており、角速度センサ１４は帽子２６のたとえば鍔の部分に取り付けられる。図
２は帽子２６を上から見た場面を示している。この角速度センサ１４は、少なくとも鉛直
方向軸回りの回転に応じた角速度を検出するように、帽子２６に取り付けられる。この角
速度センサ１４の取り付けられた帽子２６を運転者が被れば、運転者の頭部の左右方向へ
の回転（旋回）に応じた角速度データを計測することができ、つまり、運転者の頭部の回
転すなわち目視確認動作を検出・計測することができる。この角速度センサ１４の鉛直方
向軸回りの角速度の検出方向については、図２で反時計回りが正方向に、時計回りが負方
向に設定されている。帽子２６を被った運転者が左方向を向けば正の角速度データが検出
され、右方向を向けば負の角速度データが検出される。したがって、コンピュータ１２で
は、角速度センサ１４の角速度データを解析することによって、運転者が左右に顔を向け
たか否か、つまり、左右への目視確認動作を行ったか否かを判定することができる。
【００８６】
　なお、角速度センサ１４は、たとえばヘアバンド，ヘアピン，バンダナ，カチューシャ
など他の方法で頭部に装着されてよい。さらに、頭部に直接装着する以外に、ピアス，イ
ヤリング，眼鏡，マスク，鼻輪などの手段を用いて頭部に装着するようにしてもよい。
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【００８７】
　また、角速度センサ１６は、運転者のブレーキの構えを検出するために、図３に示すよ
うに、運転者の右足先に装着される。ブレーキの構えは、運転者が危険の予測をしている
か否か、万一の場合への備えができているか否かを知るための指標になり得ると考えられ
るので、角速度センサ１６を右足先に装着することによって、この危険運転予防意識の計
測を可能にする。
【００８８】
　角速度センサ１６は、たとえばバンド２８を用いて運転者の右足先に取り付けられる。
なお、角速度センサ１６は他の方法で右足先に装着されてもよく、たとえば運転用靴のつ
ま先の部分に角速度センサ１６を内蔵させるようにしてもよい。さらに、アンクレット（
足首に装着する足輪），靴下，ネイル（付け爪）などの手段を用いて足に装着することも
考えられる。
【００８９】
　また、図３は、運転者からみた角速度センサ１６を示している。角速度センサ１６は、
少なくとも鉛直方向軸回りの回転に応じた角速度を検出するように、運転者の右足先に取
り付けられる。角速度センサ１６の鉛直方向軸回りの角速度の検出方向については、この
実施例では、図３で反時計回りが正方向に、時計回りが負方向に設定されている。
【００９０】
　自動車が走行中には、図３に示すように、運転者の右足はアクセルペダル３０上に置か
れる。ブレーキの構えをしたり、減速をしたりする場合、図４に示すように、運転者の右
足はブレーキペダル３２側に移動され、その後、速度を維持したり加速をしたりする場合
、図３に示すように、右足はアクセルペダル側３０に戻される。このアクセルペダル３０
とブレーキペダル３２間の移動には、左右方向への回転を伴うので、角速度センサ１６に
よって、右足の回転を検出することによって、運転者がブレーキの構えをしているか否か
を判定することができる。
【００９１】
　上述のように、角速度センサ１４によって頭の動きつまり運転者の動作を検出し、角速
度センサ１６によって右足の動きつまり運転者の動作を検出することができる。したがっ
て、これらの角速度センサ１４および１６は、運転者の動作を検出するための動作検出手
段として機能する。そして、角速度センサ１４および１６からの角速度データが、いわば
人間の動作（の状態）を表す動作データということができる。
【００９２】
　図１に戻って、位置検出装置１８は、自動車の現在の位置を検出するためのものである
。この実施例では、位置検出装置１８はＧＰＳ受信機を含み、ＧＰＳ受信機は、ＧＰＳ衛
星からの信号を受信して、現在地の座標（緯度、経度、高度）を算出し、現在位置の座標
を含む位置データをコンピュータ１２に出力する。
【００９３】
　なお、位置検出装置１８は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信できない場所での位置推定の
ために、自動車に搭載された加速度センサ、車速センサ、角速度センサ等を含んでもよい
。また、位置検出装置１８と後述の地図データベース２０として、自動車に搭載されたカ
ーナビゲーションシステムを利用してもよい。
【００９４】
　地図データベース２０は、地図データを予め記憶している。たとえば地図データが記憶
された磁気ディスクを含むＨＤＤ、地図データが記憶された光ディスクを含む光ディスク
ドライブ等であってよい。コンピュータ１２は、位置検出装置１８から取得した位置デー
タと、地図データベース２０から取得した地図データとに基づいて、現在位置が危険箇所
に近付いたかどうかを判断することができる。
【００９５】
　地図データベース２０に記憶される地図データは、道路に関する情報を示す道路データ
と、建物に関する情報を示す建物データ等を含む。図５に道路データの一例を示す。道路



(9) JP 5499277 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

データは、交差点に関する情報を示す交差点データおよび交差点間の道（繋がり）に関す
る情報を示す道データ等を含む。
【００９６】
　交差点データは、複数の交差点の情報を含み、各交差点の情報は、当該交差点の識別情
報（交差点ＩＤ）に対応付けて記憶されている。交差点データは、たとえば、交差点の座
標、接続された道、信号機の有無、事故多発フラグ等を含む。
【００９７】
　交差点の座標は、当該交差点の緯度、経度、高度を含む。接続された道としては、当該
交差点に接続されている道の道ＩＤが登録される。コンピュータ１２では、接続された道
の情報に基づいて、当該交差点に接続されている道の方向を特定することができるので、
当該交差点が危険箇所である場合には、当該接続された道の方向が目視確認方向として設
定される。また、信号機の有無の情報として無しが登録されている場合、つまり、無信号
交差点の場合、当該交差点は危険箇所と判断される。また、事故多発フラグは、過去に事
故が頻発している交差点のような危険運転予防意識を必要とする交差点についてオンにさ
れている。したがって、事故多発フラグの情報としてオンを示す情報が登録されている場
合、当該交差点は危険箇所と判断される。
【００９８】
　道データは、複数の道の情報を含み、各道の情報は、当該道の識別情報（道ＩＤ）に対
応付けて記憶されている。道データは、たとえば、始点の座標、終点の座標、幅員、事故
多発箇所の座標等を含む。
【００９９】
　始点および終点の座標は、当該道の両端点の座標（緯度、経度、高度）である。始点お
よび終点の座標から、当該道の方向を算出できる。また、始点および終点の座標とともに
幅員が登録されるので、コンピュータ１２では、自動車がどの道上に存在しているかを特
定することができ、したがって、当該道の先に危険箇所が存在するかどうかを判断するこ
とができる。また、事故多発箇所の座標（緯度、経度、高度）は、当該道上において、過
去に事故が頻発している場所のような危険運転予防意識を必要とするような場所がある場
合に登録されている。この事故多発箇所も危険箇所として判断される。
【０１００】
　図１に戻って、警報装置２２は、危険箇所に近付いたときに運転者が必要な動作を行わ
なかったと判断されたときに、運転者に警報（警告）を発するための出力装置である。た
とえば、音出力装置、表示装置、振動出力装置等が設けられてよい。なお、警報装置２２
は、リアルタイムで危険運転予防意識の判定を行って当該判定結果に応じて警報を出すよ
うにシステム１０を構成する場合に設けられる。
【０１０１】
　音出力装置の場合、コンピュータ１２に予め記憶された音データ、音声データ等に基づ
いて、警告音、警告音声等をスピーカから出力する。警告音、警告音声等は、運転者によ
って行われなかった動作に応じて異ならせてよい。たとえば、目視確認動作が行われなか
った場合、目視確認の必要な方向（左、右、または左右両方）の目視確認を行うように指
示する音声を出力してよいし、ブレーキの構えができていない場合、アクセルから足を離
しブレーキの構えをするように指示する音声を出力してよい。
【０１０２】
　表示装置の場合、コンピュータ１２に予め記憶された画像データに基づいて、警告画像
を表示する。警告画像も、上述の音出力の場合と同様に、運転者によって行われなかった
動作に応じて異ならせてよい。
【０１０３】
　なお、音出力装置および表示装置として、自動車に搭載されたカーナビゲーションシス
テムを利用してもよい。
【０１０４】
　振動出力装置は、振動によって運転者に警告を与えるために、たとえば、座席に内蔵さ
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れたり、運転者に装着されたりする。振動出力装置は、振動モータ等を含み、コンピュー
タ１２の指示に応じて振動を出力する。なお、振動パターンや強さ等は、運転者によって
行われなかった動作に応じて異ならせてよい。
【０１０５】
　この警報装置２２により、自動車が危険箇所に近付いても運転者が危険運転予防のため
の動作を行わなかったときに警報を発するので、必要な動作を行うように促すことができ
、また、運転者の危険運転予防意識を高めることができる。
【０１０６】
　運転データ記録装置２４は、運転中に取得された各種のデータを記録するための記憶装
置である。たとえば、コンピュータ１２に内蔵されるフラッシュメモリ、コンピュータ１
２の内部または外部のＨＤＤ、あるいはコンピュータ１２に接続されるメモリカードのよ
うな記憶媒体等であってよい。コンピュータ１２は、位置検出装置１８で検出された位置
データ、角速度センサ１４および１６で検出された角速度データ等を運転データ記録装置
２４に記録する。位置データおよび角速度データ等は、たとえば取得された時刻に対応付
けて記憶される。あるいは、位置データと角速度データを関連付けて記憶するようにして
もよい。また、リアルタイムで危険運転予防意識の判定を行う場合、さらに危険箇所に対
する目視確認とブレーキの構えの判定結果を示すデータ等を運転データ記録装置２４に記
録するようにしてもよい。
【０１０７】
　発明者等は、角速度センサ１４および１６により、左右確認動作や、従来計測が困難で
あった「ブレーキの構え」をどの程度検出できるのかを調査するため、無信号交差点にお
いて実車を用いた実験を行った。被験者は５名であった。各被験者は、図２および図３に
示すように角速度センサ１４および１６を頭部および右足に装着し、一人５ｋｍ程度走行
した。図６および図７は、同乗者およびビデオ確認により安全な運転をしていると判定さ
れた運転者と、安全な運転をしていないと判定された運転者が、それぞれ無信号交差点が
４箇所連続する区間（両者とも同一の区間）を運転した際の角速度データを示す。図６お
よび図７中の横軸は時間（hh:mm:ss、すなわち時：分：秒）、縦軸は角速度（deg/s）で
あり、実線は右足に装着した角速度センサ１６，破線は頭部に装着した角速度センサ１４
の出力を表す。
【０１０８】
　図６の安全な運転をしているとされた被験者の角速度データを見ると、交差点通過時に
はかならず右足をブレーキペダル３２に移動し（必ずしもペダル３２を踏むわけではない
）、目視確認も頻繁に行っていることがわかる。この図６の結果は、ビデオチェックによ
る左右確認動作／ブレーキの構えの生起時間・回数と概ね一致する。
【０１０９】
　一方、図７の安全運転をしていないとされた被験者の場合、交差点通過時にまったく足
をブレーキペダル３２に移動させず（ブレーキの構えをせず）、万一の場合への備えがで
きていないことがわかる。ペダル踏力だけに着目した場合には、ブレーキの構えができて
いるかどうかまではわからないが、角速度センサ１６を用いることによって右足のアクセ
ルペダル３０およびブレーキペダル３２間の移動を検出できるので、ブレーキの構えがで
きているか否かを判定することができる。
【０１１０】
　以上のように、角速度センサ１４および１６を用いることにより、運転者の左右確認動
作、ならびにブレーキの構えを、運転者にさほど負担をかけることなく計測できるように
なる。
【０１１１】
　続いて、フロー図を参照しながら、このシステム１０の具体的な動作を説明する。図８
は、システム１０のコンピュータ１２のメイン処理の動作の一例を示す。なお、図８はリ
アルタイムで危険運転予防意識の判定を行う場合のフロー図を示す。
【０１１２】
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　まず、ステップＳ１では、現在位置の座標（緯度、経度、高度）を示す位置データを位
置検出装置１８から取得してＲＡＭに記憶する。次に、ステップＳ３で、頭部に装着され
た角速度センサ１４で検出された角速度データと、右足先に装着された角速度センサ１６
で検出された角速度データをそれぞれ取得してＲＡＭに記憶する。
【０１１３】
　そして、ステップＳ５で、取得した位置データと角速度データを運転データ記録装置２
４に記録する。なお、コンピュータ１２に内蔵される時計回路から取得した現在の時刻情
報に対応付けて、位置データおよび角速度データを記憶する。
【０１１４】
　続いて、ステップＳ７で、危険箇所が前方に存在するか否かを判断する。たとえば、ま
ず、現在位置と地図データの道路データ等に基づいて、現在走行中の道（道ＩＤ）を特定
する。図５に示すように、道データには、始点・終点の座標と幅員が登録されるので、各
道の領域を算出することができる。したがって、現在位置の座標がどの道の領域に含まれ
るかを判断することによって、現在の道を特定できる。さらに、現在位置の変化から自動
車の進行方向を算出することができる。したがって、現在の道の進行方向の端点（始点ま
たは終点）までに、危険箇所（事故多発箇所の座標）が存在するか否かを判断する。また
、現在の道の進行方向の端点（始点または終点）が交差点であれば、当該交差点データを
参照して、無信号交差点であるか否かを判断するとともに、事故多発フラグがオンである
か否かを判断する。
【０１１５】
　なお、このステップＳ７の危険箇所の有無の判断は、たとえば道が変化するごとに実行
されるようにしてよい。あるいは、現在の道の端点に一定距離まで近付いたときにその端
点に繋がっている道について実行するようにしてもよい。
【０１１６】
　ステップＳ７で“ＹＥＳ”の場合、つまり、危険箇所が存在する場合、ステップＳ９で
、各危険箇所の動作判定領域を設定する。目視確認動作やブレーキの構えは、自動車が危
険箇所に近付いたときに行われる必要があり、したがって、自動車が危険箇所に近付いた
と判断されるときに、目視確認動作やブレーキの構えが行われたか否かが判定される。動
作判定領域は、自動車が危険箇所に近付いたかどうかを判断するためのものであるととも
に、目視確認動作やブレーキの構えが検出されるべき領域でもある。したがって、動作判
定領域は、危険箇所の手前に設定される。
【０１１７】
　この実施例では、図９に示すように、危険箇所の手前の所定の範囲が動作判定領域とし
て設定される。この動作判定領域内で、危険予防または回避動作、たとえば目視確認およ
びブレーキの構えが行われる必要がある。たとえば、危険箇所が交差点の場合には、交差
点で交わっている道の幅員を考慮して、当該交差点の入り口のラインを基準として所定範
囲を設定するようにしてよい。一例として、入り口から手前２，３ｍ－７，８ｍの範囲が
設定されてよい。また、危険箇所が交差点ではなく道上に設定されたものである場合には
、当該危険箇所を基準とした所定範囲を設定する。なお、動作判定領域を規定する距離の
上限値としては、危険箇所に対して目視確認動作やブレーキの構え（危険予防または回避
動作）が開始されてよいと判断される適宜な距離が選ばれる。また、動作判定領域を規定
する距離の下限値としては、危険箇所に対して目視確認動作やブレーキの構え（危険予防
または回避動作）を終えているべきと判断される適宜な距離が選ばれる。
【０１１８】
　また、この動作判定領域としては、自動車の速度に応じて異なる領域が設定されてよい
。具体的には、自動車の速度が速いと判断される（所定値以上である）場合には、動作判
定領域は、危険箇所の位置からより離れたところに設定されてよく、一方、自動車の速度
が遅いと判断される（所定値以下である）場合には、動作判定領域は、危険箇所により近
いところに設定されてよい。なお、自動車の速度は、位置検出装置１８によって所定時間
ごとに検出される位置の座標の変化から算出される。また、位置検出装置１８が車速セン
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サを備える場合、当該センサで検出される速度が利用されてよい。
【０１１９】
　続いて、図８のステップＳ１１では、各危険箇所の目視確認方向を設定する。たとえば
、危険箇所が交差点の場合には、当該交差点の左側または右側に道が接続されているかど
うかを道路データに基づいて判断し、接続されている道の方向を目視確認方向として設定
する。したがって、当該交差点が図９のような四つ角の場合には、左右両方向が設定され
る。また、危険箇所が交差点ではなく道上に設定されたものである場合には、たとえば左
右両方向を設定してよいし、あるいは当該危険箇所の地形や特徴等に応じて左方向、右方
向または左右両方向が設定されるようにしてよい。
【０１２０】
　なお、ステップＳ７で“ＮＯ”の場合、つまり、危険箇所が前方に存在しない場合には
、処理はそのままステップＳ１３に進む。
【０１２１】
　ステップＳ１３では、危険予防または回避動作の１つである目視確認をしたかどうかを
判定するための処理を実行する。目視確認判定処理の動作の一例が図１０に示される。図
１０のステップＳ４１では、現在位置は動作判定領域内であるか否かを判断する。たとえ
ば、上述のように、動作判定領域を危険箇所（または交差点入り口）からの距離で設定す
る場合には、各危険箇所の座標と現在位置の座標等に基づいて、各危険箇所（または交差
点入り口）と現在位置との間の距離を算出し、当該算出された距離が、各動作判定領域を
規定する距離の上限値と下限値との間の値であるか否かを判断する。
【０１２２】
　ステップＳ４１で“ＮＯ”の場合には、現在位置が動作判定領域内ではないので、その
まま目視確認判定処理を終了し、図８のステップＳ１５へ戻る。危険箇所に対する目視確
認動作は、動作判定領域内で行われる必要があるので、現在位置が動作判定領域内にない
ときは、頭の角速度データの解析を行わないようにしている。
【０１２３】
　一方、ステップＳ４１で“ＹＥＳ”の場合には、ステップＳ４３で、動作判定領域に入
ってから検出された頭の角速度データの解析を行う。図６に示したように、運転者が目視
確認動作を行った場合には、頭部に装着された角速度センサ１４によって、当該方向への
角速度が検出される。したがって、動作判定領域に入ってからの頭の角速度データを解析
して、設定された目視確認方向への回転の検出を試みる。
【０１２４】
　そして、ステップＳ４５で、目視確認方向への回転が検出されたかどうか、つまり、危
険予防動作または危険回避動作が実行されたか否かを判断する。たとえば、目視確認方向
が左方向である場合には、左方向への所定角度以上の回転が検出されたか否かを判断する
。また、目視確認方向が右方向である場合には、右方向への所定角度以上の回転が検出さ
れたか否かを判断する。また、目視確認方向が左右両方向である場合には、左方向への所
定角度以上の回転と右方向への所定角度以上の回転の両方が検出されたか否かを判断する
。なお、左右両方向への目視確認の場合、最初の方向へ所定角度以上回転された状態から
逆方向へ頭部が回転されるので、その後の逆方向への回転としては、最初の方向へ回転し
た状態から正面へ戻す回転と、さらに正面から逆方向への所定角度以上の回転とが検出さ
れる必要がある。
【０１２５】
　ステップＳ４５で“ＹＥＳ”の場合には、必要な目視確認動作（危険回避動作または危
険予防動作）が行われたと判断されるので、ステップＳ４７でＲＡＭの所定領域に記憶さ
れる目視確認フラグをオンにする。一方、ステップＳ４５で“ＮＯ”の場合には、必要な
目視確認動作（危険回避動作または危険予防動作）が検出されていないので、この目視確
認判定処理を終了し、図８のステップＳ１５へ戻る。
【０１２６】
　図８のステップＳ１５では、危険回避動作または危険予防動作の他の１つであるブレー
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キ構え判定処理を実行する。このブレーキ構え判定処理の動作の一例が図１１に示される
。ブレーキの構えという動作は、万一の場合にブレーキペダル３２を直ぐに踏むことがで
きるように、右足がブレーキペダル３２側にあるという状態に相当する。したがって、こ
の実施例では、常時右足の位置がブレーキペダル３２側にあるかアクセルペダル３０側に
あるかを判断するようにする。そして、現在位置が動作判定領域内になったときに、右足
の位置がブレーキペダル３２側であれば、ブレーキの構えができている、つまり危険回避
動作または危険予防動作ができているものと見なすようにしている。
【０１２７】
　図１１のステップＳ６１では、直前の一定時間の右足の角速度データを解析する。図６
に示したように、運転者が右足をブレーキペダル３２とアクセルペダル３０間で移動させ
た場合には、右足先に装着された角速度センサ１６によって、左方向または右方向への角
速度が検出される。したがって、直前の一定時間の右足の角速度データを解析して、右方
向または左方向への回転の検出を試みる。
【０１２８】
　そして、ステップＳ６３で、右方向への回転が検出されたか否かを判断する。たとえば
、符号が負であり、かつ、絶対値が所定値以上の回転角度が検出されたか否かを判断する
。このステップＳ６３で“ＹＥＳ”であれば、運転者が右足をアクセルペダル３０側に移
動させたと判断できるので、ステップＳ６５で、右足の位置としてアクセルを記憶する。
一方、ステップＳ６３で“ＮＯ”であれば、処理はそのままステップＳ６７へ進む。
【０１２９】
　ステップＳ６７では、左方向への回転が検出されたか否かを判断する。たとえば、符号
が正であり、かつ、絶対値が所定値以上の回転角度が検出されたか否かを判断する。この
ステップＳ６７で“ＹＥＳ”であれば、運転者が右足をブレーキペダル３２側に移動させ
たと判断できるので、ステップＳ６９で、右足の位置としてブレーキを記憶する。一方、
ステップＳ６７で“ＮＯ”であれば、処理はそのままステップＳ７１へ進む。
【０１３０】
　ステップＳ７１では、現在位置が動作判定領域内であるか否かを判断する。ステップＳ
７１で“ＮＯ”の場合、ブレーキの構えを判定する必要がないので、そのままこのブレー
キ構え判定処理を終了し、処理は図８のステップＳ１７に戻る。
【０１３１】
　一方、ステップＳ７１で“ＹＥＳ”の場合、つまり、自動車が危険箇所に近付いたと判
断される場合には、ブレーキの構えをしているか否かを判断する。すなわち、ステップＳ
７３で、右足の位置がブレーキであるか否か、つまり、危険予防動作または危険回避動作
が実行されたか否かを判断する。ステップＳ７３で“ＹＥＳ”であれば、ブレーキの構え
（危険予防動作または危険回避動作）ができていると判断できるので、ステップＳ７５で
、ＲＡＭの所定領域に記憶されるブレーキ構えフラグをオンにする。一方、ステップＳ７
３で“ＮＯ”の場合には、ブレーキの構えが検出できていないので、そのままブレーキ構
え判定処理を終了し、処理は図８のステップＳ１７に戻る。
【０１３２】
　ステップＳ１７では、現在位置が動作判定領域から出たか否かを判断する。たとえば、
当該危険箇所（または交差点入り口）と現在位置との間の距離が、動作判定領域を規定す
る距離の下限値よりも小さくなったか否かを判断する。つまり、このステップＳ１７では
、当該危険箇所に対して必要な動作が行われたか否かを最終的に判定すべきタイミングに
なったか否かを判断する。ステップＳ１７で“ＮＯ”の場合、処理はステップＳ１に戻る
。
【０１３３】
　一方、ステップＳ１７で“ＹＥＳ”の場合、ステップＳ１９で、目視確認フラグがオン
、かつ、ブレーキ構えフラグがオンであるか否かを判断する。ステップＳ１９で“ＮＯ”
の場合、つまり、必要な危険回避または予防動作が行われずに自動車が危険箇所に到達し
ようとしていると判断される場合には、ステップＳ２１で警報処理を実行する。これによ
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って、警報装置２２が、警告音を出力したり、警告画像を表示したり、振動を出力したり
する。
【０１３４】
　一方、ステップＳ１９で“ＹＥＳ”の場合、つまり必要な危険回避または予防動作が行
われた場合、処理はそのままステップＳ２３へ進む。ステップＳ２３では、当該危険箇所
に対する目視確認とブレーキ構えの結果を示すデータを、運転データ記録装置２４に記録
する。たとえば、危険箇所の座標（または識別情報）に対応付けて、目視確認が行われた
か否かを示す情報、ブレーキの構えが行われたか否かを示す情報、および時刻情報等を記
録する。ステップＳ２３を終了すると、処理はステップＳ１に戻る。
【０１３５】
　この実施例によれば、角速度センサ１４および１６を用いて目視確認動作およびブレー
キの構えを検出して、危険回避または予防動作が行われたかどうか判定するようにしたの
で、運転者の危険運転予防意識を逐次チェックすることができ、実時間で警告を発したり
、危険運転予防意識の判定結果を記録したりすることができる。また、運転者の危険運転
予防意識を定量的に計測することができるので、再教育講習の受講対象者の事前選別に有
用である。また、再教育講習の効果持続を評価し、必要に応じて再度講習を受けさせるな
ど講習効果の薄れへの対策も可能となる。
【０１３６】
　さらに、第１の実施例において、図８のステップＳ２１およびステップＳ２３のいずれ
か一方を省略することも考えられる。
【０１３７】
　なお、上述の実施例では、システム１０は、警報装置２２と運転データ記録装置２４の
両方を備えたが、他の実施例では、システム１０は、警報装置２２または運転データ記録
装置２４の一方のみを備えるようにしてよい。警報装置２２のみの場合、システム１０は
危険運転予防のための動作を行ったかどうかに応じてリアルタイムで警報を発する警報シ
ステムとなり、一方、運転データ記録装置２４のみの場合、システム１０は危険運転予防
のための動作を行ったかどうかを記録する記録システムとなる。
【０１３８】
　また、上述の各実施例では、リアルタイムで目視確認動作およびブレーキの構えを判定
するようにしたが、他の実施例では、運転中に記録されたデータを事後処理で解析して、
危険回避または予防動作たとえば目視確認動作およびブレーキの構えを判定するようにし
てもよい。その場合、逐次記録データを読み出して判定を行うように図８と同様な処理を
事後に実行してもよいが、図１２に示すような別の解析処理を実行するようにしてもよい
。
第２実施例
　この事後の解析処理は、図１のシステム１０のコンピュータ１２で実行してよい。ある
いは、運転データ記録装置２４の記録データ（角速度データおよび位置データ）を取り出
して、別のコンピュータに取り込み、当該コンピュータでこの解析処理を実行するように
してもよい。ただし、このコンピュータは、地図データベース２０の地図データ（道路デ
ータ）を記憶しておくか、地図データベース２０から地図データを取得可能にされている
必要がある。
【０１３９】
　処理を開始すると、まず、ステップＳ１０１で、記録データをＲＡＭに読み出す。記録
データは、運転中に記録された頭の角速度データ、右足先の角速度データおよび自動車の
位置データを含む。なお、角速度データおよび位置データは、一定時間ごと検出されるの
で、それぞれ時系列データとなっている。
【０１４０】
　次に、ステップＳ１０３で、移動経路上の危険箇所を抽出する。検出された位置データ
と道路データとに基づいて移動経路を特定することができ、したがって、当該移動経路上
に存在する危険箇所を道路データから抽出できる。
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【０１４１】
　続くステップＳ１０５で、抽出された危険箇所のうち、経路上の最初の危険箇所を調査
対象に設定する。この設定された危険箇所に対して、目視確認動作およびブレーキの構え
が行われたかどうか、つまり必要な危険回避動作または危険予防動作が行われたかどうか
を判定する。
【０１４２】
　具体的には、ステップＳ１０７で、当該危険箇所の動作判定領域を設定する。このステ
ップＳ１０７の処理は、上述の図８のステップＳ９と同様の処理である。さらに、ステッ
プＳ１０９で、当該危険箇所の目視確認方向を設定する。このステップＳ１０９の処理は
、上述のステップＳ１１と同様の処理である。
【０１４３】
　そして、ステップＳ１１１で、当該危険箇所について目視確認判定処理を実行する。こ
の目視確認判定処理は、図１０の目視確認判定処理とほぼ同様の処理であるが、リアルタ
イム処理ではないので図１０のステップＳ４１の判断が不要である。具体的には、動作判
定領域で検出された頭部の角速度データを解析する。なお、角速度データは、時刻情報を
用いてまたは直接的に、位置データと関連付けられて記録されているので、動作判定領域
で検出された角速度データのみを抽出することができる。解析によって、目視確認方向へ
の回転が検出された場合には、当該方向への目視確認（危険回避または予防動作）が行わ
れたものとみなして、目視確認フラグをオンにする。
【０１４４】
　続くステップＳ１１３で、当該危険箇所についてブレーキ構え判定処理を実行する。具
体的には、動作判定領域で検出された右足の角速度データを解析する。そして、左方向へ
の所定の回転が検出された場合には、右足の位置がブレーキ側に移動されたもの、つまり
危険回避または予防動作が行なわれたものとみなして、ブレーキ構えフラグをオンにする
。ただし、動作判定領域内の右足の角速度データを解析しても、左右いずれの方向への回
転も検出できない場合には、つまり、動作判定領域で運転者が右足を移動させなかったと
判断される場合には、左または右方向への所定の回転が検出されるまで、右足の角速度デ
ータをたとえば一定時間分遡って解析する処理を繰り返して、右足の位置を特定する。右
足の位置がブレーキ側であると判断された場合には、ブレーキの構えをしているもの、つ
まり危険回避または予防動作が行なわれたものとみなして、ブレーキ構えフラグをオンに
する。
【０１４５】
　そして、ステップＳ１１５で、当該危険箇所に対する目視確認とブレーキ構えの判定結
果をＲＡＭに記録する。たとえば、危険箇所の座標（または識別情報）に対応付けて、設
定された方向への目視確認が行われたか否かを示す情報、ブレーキの構えが行われたか否
かを示す情報等を記憶する。
【０１４６】
　続いて、ステップＳ１１７で、すべての危険箇所を調査したかいなかを判断し、“ＮＯ
”であれば、ステップＳ１１９で、次の危険箇所を調査対象に設定する。そして、処理は
ステップＳ１０７に戻り、当該危険箇所に対する目視確認動作およびブレーキの構えの判
定のための処理を実行する。
【０１４７】
　一方、ステップＳ１１７で“ＹＥＳ”の場合には、ステップＳ１２１で、結果を出力す
る。たとえば、全危険箇所に対しての判定結果を含むデータをファイルとして生成して出
力したり、当該判定結果を表示装置に表示したりする。また、判定結果に基づいて、当該
運転者の危険運転予防意識を評価する処理をさらに実行し、当該評価結果も出力するよう
にしてよい。ステップＳ１２１を終了すると、この解析処理を終了する。
【０１４８】
　また、上述の第１および第２の実施例では、運転者の頭部および右足先の両方に角速度
センサ１４および１６を装着して、両方の角速度データを記録し、目視確認動作およびブ
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レーキ構えの両方を判定するようにしたが、他の実施例では、地図データに危険箇所の属
性情報を記憶しておき、危険箇所ごとに、目視確認動作のみを判定するようにしたり、ブ
レーキの構えのみを判定するようにしたりするなど、必要な動作の種類を変更可能にして
もよい。たとえば、踏切や一時停止標識設置箇所等では、自動車は一時停止しなければな
らないルールであるから、危険箇所が上記のような場所である場合、ブレーキの構えを判
定せず、目視確認動作のみを判定するようにしてもよい。さらに、別の実施例では、運転
者には、頭部の角速度センサ１４または右足先の角速度センサ１６の一方のみを装着する
ようにして、目視確認動作またはブレーキ構えの一方のみを判定するようにしてもよい。
【０１４９】
　また、上述の第１および第２の実施例では、動作判定領域内で右足の位置がブレーキ側
に一度でも移動されていれば、ブレーキ構えフラグがオンにされ、つまり、ブレーキの構
えが行われたと判定されるようにしていた（図１１参照）。しかし、他の実施例では、動
作判定領域から出るときの右足の位置がブレーキ側であれば、ブレーキ構えフラグをオン
にするようにしてもよい。つまり、動作判定領域から出るときに、運転者がブレーキ側に
右足を置いている状態にあることをもって、ブレーキの構えが行われたと判定するように
してもよい。さらに、これらの判定条件は、たとえば危険箇所の属性（危険度）に応じて
使い分けるようにしてもよい。たとえば、危険度の大きい危険箇所に対しては、右足をブ
レーキ側に移動させた状態で当該危険箇所に入れば、ブレーキの構えをしたものと判定し
、一方、危険度の小さい危険箇所に対しては、一度でも右足がブレーキ側に移動されれば
ブレーキの構えをしたものと判定するようにしてもよい。
第３実施例
　図１３はこの発明の第３実施例に用いられるビデオカメラおよびマイクを車内に設置し
た状態の一例を示す図解図である。この実施例では、危険回避動作または危険予防動作が
実行されなかった場合に、少なくとも危険箇所通過の前後の、車外の状態および車内の状
態を撮影した映像を保存する。
【０１５０】
　ただし、保存する映像は、車外の映像だけでもよく、車内の映像だけでもよい。さらに
、映像は、実施例では動画像であるが、間欠的に撮影された静止画像または連続する静止
画像であってもよい。
【０１５１】
　映像を撮影するために、図１３に示す実施例では、車３４の内部の適当な場所、たとえ
ば車内のバックミラー３５の上に、ビデオカメラ３６ａおよび３６ｂを装着する。ビデオ
カメラ３６ａは車３４の前方に向けられているので、図１４に示すような、車外の映像４
０を撮影する。ビデオカメラ３６ｂは車３４の後方（車内）に向けられているので、図１
５に示すような、車内の映像４２を撮影する。この車内映像４２に写っている運転者は図
２に示すような帽子２６を装着している。
【０１５２】
　なお、ビデオカメラ３６ａおよび３６ｂの画角または視野角は任意に設定されてよいが
、実施例では、一例として、車外撮影用カメラ３６ａとして１４０度程度の画角のカメラ
を用い、車内撮影用カメラ３６ｂとして１７０度程度のカメラを用いる。
【０１５３】
　また、夜間撮影を可能にするために、これらのビデオカメラ３６ａおよび３６ｂは赤外
線カメラであってよく、通常のカメラの機能と赤外線カメラの機能とを切り替えて使用で
きるカメラを用いるようにしてもよい。
【０１５４】
　これらのビデオカメラ３６ａおよび３６ｂに付属して、マイク３８が設けられる。この
マイク３８は、主として車内の音を拾って録音するためのものである。車外の音は他の音
と聞分けにくいのでこの実施例では車外音用マイクは設けないが、もし必要なら、車外の
音を録音するための別のマイク（図示せず）を設けてもよい。
【０１５５】



(17) JP 5499277 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

　ビデオカメラ３６ａおよび３６ｂならびにマイク３８の設置場所は、それらの所期の目
的を達成できる場所であれば、任意の場所に設定されてよい。
【０１５６】
　第３の実施例の構成が図１６に示される。図１６に示す構成は、以下の点を除いて、図
１に示す構成と同じである。
【０１５７】
　この実施例では、ビデオカメラ３６ａおよび３６ｂによって撮影した映像は、図示しな
い適宜のインタフェースを介して、映像データとしてコンピュータ１２に入力される。ま
た、マイク３８で取得した音声は、同様にインタフェースを介して、音声データとしてコ
ンピュータ１２に入力される。
【０１５８】
　そして、この実施例では、運転データ記録装置２４には、特には図示しないが、上述の
映像データおよび音声データを保存するための記憶領域または記録領域が設定されている
。
【０１５９】
　図１７を参照して、第３の実施例における危険運転予防意識判定動作の最初のステップ
Ｓ０で、コンピュータ１２は、図示しないインタフェースを介して、ビデオカメラ３６a
および３６ｂならびにマイク３８を起動する。したがって、危険運転予防意識判定動作の
開始と同時にビデオカメラ３６ａ，３６ｂおよびマイク３８が起動され、その時点から、
図１４に示す車外映像４０のデータおよび図１５に示す車内映像４２のデータさらには音
声のデータが運転データ記録装置２４の第１の所定領域に記録または記憶される。
【０１６０】
　その後、ステップＳ１に進み、コンピュータ１２は位置データを取得する。ただし、こ
の実施例において、図１７のステップＳ１‐Ｓ２３は、ステップＳ２２が付加されている
ことを除き、ステップＳ１３およびＳ１５のサブルーチン（図１０および図１１）を含め
て図８のステップＳ１‐Ｓ２３と同じであり、ここでは重複する説明は省略する。
【０１６１】
　先に説明したように、ステップＳ１３で目視確認動作をしたかどうか、つまり、危険回
避または予防動作が行なわれたかどうかが判定され、ステップＳ１５でブレーキ構えがあ
ったかどうか、つまり危険運転回避または予防動作が行なわれたかどうかが判定される。
目視確認動作がなされていれば目視確認フラグがオンされていて、そうでなければ、目視
確認フラグはオフされている。ブレーキ構えがなされていればブレーキ構えフラグがオン
され、そうでなければ、ブレーキ構えフラグはオフされている。
【０１６２】
　図８のステップＳ１９と同様に、図１７のステップＳ１９において、目視確認フラグが
オン、かつ、ブレーキ構えフラグがオンであるか否かを判断する。ステップＳ１９で“Ｎ
Ｏ”の場合、つまり、必要な危険回避または予防動作が行われずに自動車が危険箇所に到
達しようとしていると判断される場合には、ステップＳ２１で警報処理を実行する。これ
によって、警報装置２２が、警告音を出力したり、警告画像を表示したり、振動を出力し
たりする。
【０１６３】
　ついで、ステップＳ２２において、コンピュータ１２は、ビデオカメラ３６ａおよび３
６ｂの車外映像および車内映像のデータを保存する。その意味で、このステップＳ２２が
映像データ保存手段（第１映像データ保存手段や第２映像データ保存手段）、さらには音
声データ保存手段（第１音声データ保存手段や第２音声データ保存手段）を構成する。
【０１６４】
　コンピュータ１２は、前述のように、ステップＳ０で起動したビデオカメラ３６ａおよ
び３６ｂからの車外映像および車内映像のデータやマイク３８からの音声のデータを運転
データ記録装置２４の第１の所定領域に記録または記憶させている。そして、ステップＳ
７で危険個所が前方に存在することが判ったとき、ステップＳ９で動作判定領域を設定し
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ている。したがって、このステップＳ２２では、たとえば、ステップＳ９で設定した動作
判定領域を当該車両が通過してステップＳ１９で“ＮＯ”が判定されるまでのビデオカメ
ラ３６ａおよび３６ｂからの車外映像および車内映像のデータやマイク３８からの音声の
データを、運転データ記録装置２４の第２の所定領域に記録する。この第２の所定領域に
記録された車外映像のデータ、車内映像のデータおよび音声のデータは、上書き消去でき
ないものであり、したがって、所定の方法で消去しない限り、運転データ記録装置２４の
第２の所定領域に保存される。
【０１６５】
　つまり、この実施例では、運転者が危険回避動作または危険予防動作をしなかったとき
、動作判定領域を通過するまで、ビデオカメラで撮影した映像やマイクで採取した音声を
データとして保存する。したがって、後にそれらの映像データや音声データを再生して当
該運転者に見せたり聞かせたりすることによって、危険回避または予防動作をしなかった
ことをその運転者に明確に理解させることができる。
【０１６６】
　ただし、ステップＳ２２で保存する映像データや音声データは、動作判定領域を通過す
る期間内のデータに限られるものではなく、たとえば、ステップＳ２２を実行する前３分
後１分のような、時間で決まる期間内のデータであってもよい。
【０１６７】
　また、このステップＳ２２での映像データや音声データの保存は別の形式でなされても
よい。
【０１６８】
　前述のように、運転データ記録装置２４の第１の所定領域にはステップＳ０から取得し
た映像データや音声データが間断なく記録されている。そのとき、メタ情報として、たと
えば、位置検出装置１８から取得した当該車両の位置データが記録されるとともに、図示
しない時計回路から取得した時刻データをタイムスタンプとして記録している。このタイ
ムスタンプは、たとえば３０秒のような、任意の時間間隔で記録される。図１８にそのよ
うなタイムスタンプ４４が例示される。図１８の最上行には時刻データ「２００８１２１
２１０００００」が示されるが、それはたとえば、２００８年１２月１２日１０時００分
００秒を意味していて、次の行には３０秒経過したときの時刻データ「２００８１２１２
１０００３０」が記録されている。そして、最下行には「２００８１２１２１００７３０
」という時刻データが記録される。
【０１６９】
　上記の「別の形式」はこのようなタイムスタンプの時刻データに図１８に網掛けで示す
識別記号４６を付加することである。図１８では、「２００８１２１２１００３００」か
ら「２００８１２１２１００７００」までの時刻データに識別記号４６が付加されている
。したがって、この識別記号４６を見れば、危険回避または予防動作をしなかったときの
映像データや音声データが記録されている運転データ記録装置２４内の記録場所を容易に
見つけ出すことができる。そして、運転データ記録装置２４に保存されているその間の映
像データや音声データを指定して再生すれば、この２つの時刻データが示す時間期間に危
険予防ないし回避動作をしない運転状況を運転者に認識させることができる。
【０１７０】
　なお、第３の実施例において、ビデオカメラ３６ａおよび３６ｂを用いて自動車の車外
の映像および車内の映像の両方を保存するようにしたが、保存する映像データは、車外映
像および車内映像の少なくとも一方の映像データでよい。
【０１７１】
　また、音声データを映像データと一緒に保存するようにしているが、音声データは保存
しなくてもよい。その場合には、当然マイク３８が省略できる。
【０１７２】
　さらに、第３の実施例において、図１７のステップＳ２１を省略したり、ステップＳ２
３を省略したりすることも考えられる。危険予防または回避動作が行なわれなかったとき
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の映像データを保存するだけでも運転者に危険予防意識を植え付けることはできるからで
ある。
【０１７３】
　第３実施例においては、ステップＳ１９で“ＮＯ”が判断されたとき、つまり、各ステ
ップＳ１３およびＳ１５の処理の結果、目視確認フラグおよびブレーキ構えフラグの両方
がオフのとき、ステップＳ２２を実行するようにした。しかしながら、第３実施例の変形
として、目視確認フラグおよびブレーキ構えフラグの少なくとも１つがオフなら、ステッ
プＳ２１およびＳ２２を実行するようにしてもよい。あるいは、ステップＳ２１は２つの
フラグがともにオフのときだけ実行し、ステップＳ２２は２つのフラグの１つがオフでも
実行するように変更することも可能である。逆に、ステップＳ２２は２つのフラグがとも
にオフのときだけ実行し、ステップＳ２１は２つのフラグの１つがオフでも実行するよう
に変更してもよい。
第４実施例
　上で説明した第３実施例は、第１実施例において、危険予防動作または危険回避動作を
運転者がしなかったと判断したとき、ビデオカメラ３６で撮影した車内外の映像やマイク
３８で採取した車内外の音声のデータを保存して当該運転者のみならず他の運転者の安全
運転教育に資することができるようにした実施例である。
【０１７４】
　同じ考えを前述の第２実施例に適用することもでき、そのように構成された実施例を第
４実施例とする。第４実施例の構成は図１６と同様であり、その動作は図１２で示すフロ
ーチャートに従う。したがって、これらの図面を援用してこの第４実施例を説明する。
【０１７５】
　第２実施例では、図１２の最初のステップＳ１０１で記録データを読み出す処理を実行
するが、第４実施例では、記録データは、図１６のビデオカメラ３６で撮影した車内外の
映像のデータやマイク３８で採取した車内外の音声のデータを含む。つまり、第４実施例
では、図１６の構成を用いて記録データを取得する。したがって、この実施例では運転デ
ータ記録装置２４の第１の所定領域に記録されている記録データが、角速度データおよび
位置データだけでなく、映像データおよび音声データを含む。
【０１７６】
　そして、ステップＳ１１１で危険回避または予防動作の１つである目視確認をしたかど
うかを判定する、目視確認判定処理を実行し、ステップＳ１１３で危険回避または予防動
作の１つであるブレーキ構えをしたかどうかを判定する、ブレーキ構え判定処理を実行す
る。これらのステップＳ１１１およびＳ１１３は、図１０および図１１に示され、かつ既
に説明したとおりである。
【０１７７】
　そして、それらの処理結果を踏まえてステップＳ１１５で結果を記録するのであるが、
このとき、第３実施例のステップＳ２２（図１７）と同様にして、各ステップＳ１１１お
よびＳ１１３の処理の結果、目視確認フラグおよびブレーキ構えフラグの少なくとも１つ
がオンされなかったときたとえば、ステップＳ１０７（図１２）で設定した動作判定領域
を当該車両が通過してから各ステップＳ１１１およびＳ１１３の判定結果が得られるまで
のビデオカメラ３６ａおよび３６ｂからの車外映像および車内映像のデータやマイク３８
からの音声のデータを、運転データ記録装置２４の第２の所定領域に保存し、あるいは、
図１８のような識別記号を保存するようにすればよい。
【０１７８】
　なお、上述の各実施例では、運転者の頭部および右足先の動きを検出するために、角速
度センサ１４および１６を使用したが、他の実施例では、別の検出装置が使用されてもよ
い。たとえば、加速度センサを使用することも可能である。運転者の目視確認動作および
ブレーキの構えに応じて加速度が変化するので、動きデータとしての頭部の加速度データ
および右足先の加速度データを解析することによって、目視確認動作およびブレーキの構
えが行われたか否かをそれぞれ判定することができる。
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【０１７９】
　目視確認動作は頭部の左右方向への動きを伴うので、頭部の加速度センサは、頭部の少
なくとも左右方向の加速度を検出するように取り付けられる。頭部の加速度データに基づ
いて左または右方向への動きが検出された場合には、左または右方向への目視確認動作が
行われたものと判断できる。
【０１８０】
　また、ブレーキの構えは、右足先の左右方向への移動を検出することによって判定可能
であるから、右足先の加速度センサは、右足先の少なくとも左右方向の加速度を検出する
ように取り付けられる。右足先の加速度データに基づいて左方向への動きが検出された場
合には、右足がブレーキペダル３２側に移動されたものと判断でき、つまり、ブレーキの
構えをしているものと判断できる。また、右方向への動きが検出された場合には、右足が
アクセルペダル３０側に移動されたものと判断できる。
【０１８１】
　ただし、加速度センサは一般に重力加速度の影響を受けるため、その出力はセンサ傾き
に対応する重力加速度成分と、実際の加速度成分との和になる。たとえば緊急時の急な動
きを計測するのであれば、重力加速度成分の影響があったとしても特に問題はないが、ペ
ダル間の足の移動を捉えようとするような場合には、その影響が無視できなくなる。図１
９は角速度センサ１６の代わりに加速度センサを用いて右足の動きを計測した際の加速度
データを示す。横軸は時間、縦軸は加速度（ｍＧ）であり、横方向（Ｘ軸方向）の加速度
を示す。なお、上述の図６および図７の実験とは別のコースでの実験結果である。図１９
に示すように、足を動かしたことによってセンサ傾きが変化し、それに伴い、Ｘ軸方向に
かかる重力加速度成分が変化して正弦波のようなノイズとしてデータに混入していること
が分かる。アクセルとブレーキ間の移動の際には右足の加速度センサの傾きは変化するこ
とになるので、右足先の動きを検出するための加速度センサとしては、２軸加速度センサ
または３軸加速度センサを適用して、センサの傾きによるノイズを除去して右足先の動き
を検出するようにするのが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【０１８２】
【図１】図１はこの発明の一実施例の危険運転予防意識判定システムの構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】図２は運転者の帽子に装着された角速度センサの一例を示す図解図である。
【図３】図３は運転者の右足先に装着された角速度センサの一例を示す図解図である。
【図４】図４は運転者の右足がブレーキ側に移動された様子を示す図解図である。
【図５】図５は地図データに含まれる道路データの一例を示す図解図である。
【図６】図６は安全運転の運転者が運転したときに計測された角速度データの一例を示す
グラフである。
【図７】図７は非安全運転の運転者が運転したときに計測された角速度データの一例を示
すグラフである。
【図８】図８は危険運転予防意識判定システムの動作の一例を示すフロー図である。
【図９】図９は危険箇所に設定される動作判定領域を示す図解図である。
【図１０】図１０は図８の目視確認判定処理の動作の一例を示すフロー図である。
【図１１】図１１は図８のブレーキ構え判定処理の動作の一例を示すフロー図である。
【図１２】図１２は他の実施例の動作の一例を示すフロー図である。
【図１３】図１３はこの発明の他の実施例に用いられるビデオカメラの設置例を示す図解
図である。
【図１４】図１４はこの実施例のビデオカメラで撮影した車外の映像の一例を示す図解図
である。
【図１５】図１５はこの実施例のビデオカメラで撮影した車内の映像の一例を示す図解図
である。
【図１６】図１６はこの実施例の構成を示すブロック図である。
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【図１７】図１７はこの実施例の動作の一例を示すフロー図である。
【図１８】図１８はこの実施例で映像の時刻情報に付す識別記号の一例を示す図解図であ
る。
【図１９】図１９は右足先に加速度センサを装着した場合に計測された加速度データの一
例を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１８３】
　１０　…危険運転予防意識判定システム
　１２　…コンピュータ
　１４，１６　…角速度センサ
　１８　…位置検出装置
　２０　…地図データベース
　２２　…警報装置
　２４　…運転データ記録装置
　３０　…アクセルペダル
　３２　…ブレーキペダル
　３４　…車
　３６ａ，３６ｂ　…ビデオカメラ
　３８ａ，３８ｂ　…マイク
　４０　…車外映像
　４２　…車内映像
　４４　…タイムスタンプ
　４６　…識別記号

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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